
 聖籠町職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年６月１２日 

                聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第２３号 

   聖籠町職員定数条例の一部を改正する条例 

 聖籠町職員定数条例（昭和５７年聖籠町条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

２０条第２項」を「農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８

号）第２６条第２項」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


